
公益財団法人神奈川県市町村振興協会市町村交付金細則 

 

 

（趣旨） 

第１条 この細則は、公益財団法人神奈川県市町村振興協会市町村交付金規程（以下「規

程」という。）第７条の規定に基づき、公益財団法人神奈川県市町村振興協会（以下

「協会」という。）が市町村に交付する市町村交付金の交付について必要な事項を定め

るものとする。 

 

（交付金の単位等） 

第２条 市町村交付金の市町村ごとの交付額は別記１により算出し、単位は円単位とする。 

                                           

（預金利息等の取り扱い） 

第３条 県交付金の預金から生じる利息等は、事務手続上、翌年度に繰り越しのうえ翌年

度の市町村交付金の財源と併せて交付するものとする。 

 

（市町村交付金の交付時期） 

第４条 協会は、市町村交付金を当該年度の３月３１日までに市町村に交付するものとす

る。 

 

（交付決定の通知） 

第５条 協会は、交付金額を決定したときは、様式第１号の市町村交付金決定通知書によ

り市町村に通知するものとする。 

 

（交付金の支払申請） 

第６条 前条の通知を受けた市町村は、様式第２号の市町村交付金支払申請書により交付

金の支払を申請するものとする。 

 

（市町村の事業計画の提出） 

第７条 前条の支払申請に際して、市町村は様式第３号の事業計画書を提出するものとす

る。 

 

（使途の報告） 

第８条 市町村交付金を受けた市町村は、翌年度の６月１日までに規定第６条による報告

を様式第４号により協会に提出するものとする。 

 

   附 則 

 この細則は、平成１３年１１月１６日から施行する。 

 

   附 則 

 この細則は、平成 1６年４月１日から施行する。 

 



   附 則 

 この細則は、平成 18年 3月 20日から施行する。 

 

   附 則 

 この細則は、平成 24年 4月 1日から施行する。 

 

   附 則 

 この規則は、平成 25年４月１日から施行する。 

 

 附 則 

 この規則は、平成 31年１月 22日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記 1 

 

交付金計算式 

 

１・均等割額（４０％）＝Ｂ 

    県交付金等×０．４＝Ａ（小数点第２位を切り捨て） 

    Ａ÷県内の市町村数（政令指定都市を除く。）＝Ｂ（円未満切り捨て） 

 

２・均てん割額（２０％）＝Ｃ 

    県交付金等×０．２＝Ｄ（小数点第２位を切り捨て） 

    Ｄ÷県内の市町村数（政令指定都市を除く。）＝Ｃ（円未満切り捨て） 

 

３・人口割額（４０％）＝Ｅ 

    県交付金等×０．４＝Ｆ（小数点第２位を切り捨て） 

F × 
交付を受ける市町村の人口 

＝ E（円未満切り捨て） 
市町村（政令指定都市を除く）の総人口 

 

４・各交付金額＝Ｂ＋Ｃ＋Ｅ 

       （円未満の端数処理により生じる交付残額については、算式により求めら

れた交付額の最小の市町村から順次、1円づつ加算する。） 

 

 

＊ 市町村数は当該年１月１日現在、市町村の人口は最新の国勢調査による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号 

 

                                         

神振第  号 

                                 年  月  日 

 

 

   各市町村長 殿 

 

 

                      公益財団法人神奈川県市町村振興協会 

                       理事長  

 

 

 

市町村交付金交付決定通知書 

 

  

     年度公益財団法人神奈川県市町村振興協会市町村交付金を当協会市町村交付金

規程に基づき、次のとおり交付することに決定しましたので通知します。 

 

 

 

 

１ 交付決定額             円 

 

 

２ 交付年月日 

 

 

３ 留意事項 

  （１） この交付金の対象となる事業は、地方財政法（昭和２３年法律第１０９号）

第３２条に規定する事業であること。 

  （２） 交付金の支払請求等の事務手続は、市町村交付金細則によること。 

  （３） この交付金の支払申請は、    年  月  日までに行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 



様式第２号 

 

                                        

神振第   号 

                                        

年  月  日 

 

 

   公益財団法人神奈川県市町村振興協会 

   理事長            殿 

 

 

 

                  市町村長                 印 

 

 

 

市町村交付金支払申請書 

 

 

        年  月  日神振第    号で通知のあった    年度公益財団

法人神奈川県市町村振興協会市町村交付金については、市町村交付金細則第６条の規定

に基づき、次のとおり支払を申請します。 

 

 

 

 １ 交付申請額            円 

  

 

 ２ 金融機関 

    金融機関名       銀行（     ）     支店（      ） 

 

    種   別      普通・その他（       ） 

 

    口座番号                           

   

  口座名（フリガナ）                  

 

 

 

 

 



様式第３号 

第  号 

                                 年  月  日 

  

 

公益財団法人神奈川県市町村振興協会 

 理事長            殿 

 

 

                        市町村長          印 

 

 

事 業 計 画 書 

 

      年度公益財団法人神奈川県市町村振興協会市町村交付金を充当する事業の計 

画を市町村交付金細則第７条の規定に基づき、提出します。 

 

１・対象とする事業 

事 業 種 目 

事   業   費 

 うち交付金 

  うち基金

取崩額 

公 共 事 業 

 （ 注１           ） 
   

 （             ）    

省令で定める事業 

 （ 注２          ） 
   

 （             ）    

 （             ）    

計    

     注１；具体的な事業名を記入すること。 

注２；地方財政法第 32 条に規定する総務省令で定める事業名を記入すること。 

 

 

２・基金（本交付金に係るものに限る）への積立・取崩を行う場合 

     基金の名称（          ） 

       前年度末残高（Ａ）               円 

       積立額（Ｂ）             円 

       取崩額（Ｃ）             円  

       残  高 (A)+(B)-(C)           円  

  



様式第４号 

第  号 

                                 年  月  日 

  

 

公益財団法人神奈川県市町村振興協会 

 理事長            殿 

 

 

                        市町村長          印 

 

 

事 業 報 告 書 

 

      年度公益財団法人神奈川県市町村振興協会市町村交付金を充当した事業の報 

 告を市町村交付金細則第８条の規定に基づき、提出します。 

 

１・対象とする事業 

事 業 種 目 

事   業   費 

 うち交付金 

  うち基金

取崩額 

公 共 事 業 

 （ 注１           ） 
   

 （             ）    

省令で定める事業 

 （ 注２          ） 
   

 （             ）    

 （             ）    

計    

     注１；具体的な事業名を記入すること。 

注２；地方財政法第 32 条に規定する総務省令で定める事業名を記入すること。 

 

 

２・基金（本交付金に係るものに限る）への積立・取崩を行う場合 

     基金の名称（          ） 

       前年度末残高（Ａ）                 円 

       積立額（Ｂ）                    円  

       取崩額（Ｃ）                    円  

       残  高 (A)+(B)-(C)             円 


